
ひょうご仕事と生活センター 

ＷＬＢ推進のためのＩＣＴ・ＤＸ推進事業企画提案コンペ募集要項 

 

Ⅰ 趣 旨 

ひょうご仕事と生活センターは、県下企業のワーク・ライフ・バランス（ＷＬＢ）の取組を支

援するための様々な事業を実施している。 

このたび、ＷＬＢ推進に取り組む県内企業等のＩＣＴ・ＤＸ推進に対して助言・指導を行うこ

とで働く人の負担を軽減し、さらなるＷＬＢ実現を図ることを目指し、企画提案コンペを実施し

ます。 

 
Ⅱ 業務内容 

１ 業 務 名  ひょうご仕事と生活センターＷＬＢ推進のためのＩＣＴ・ＤＸ推進業務 

２ 業務内容  別添仕様書のとおり 

３ 委託期間（履行期間） 令和８年６月１日から令和９年３月 31日まで 

※ 委託期間は委託実績を考慮のうえ、１年単位で２回まで更新できることとする。（最長で令和 11

年３月 31日まで）ただし、特別な事情が生じた場合は、この限りではない。 

４ 事業規模  金４，１５０，０００円以内（消費税及び地方消費税を含む。） 

※ ただし、委託料については、委託先決定後、(公財)兵庫県勤労福祉協会と協議のうえ決定する。 

 

Ⅲ 企画提案コンペの概要 

  １ 名 称 ひょうご仕事と生活センターＷＬＢ推進のためのＩＣＴ・ＤＸ推進事業企画提案コンペ 
 
  ２ 応募等について 

応 

募 

資 

格 

以下の条件を全て満たしていること。 

① 以下に示す要件を含め、十分な業務遂行能力を有している者であること。 

ア 人員等の体制（助言・指導を行う者の体制）が整っている。 

イ 過去に十分な実績を持つ責任者や担当者が配置されている。 

ウ ＩＣＴ・ＤＸ推進にあたり十分な助言・指導力を有していること。 

エ ＩＣＴ・ＤＸ推進にあたり十分なセミナー実施能力を有していること。 

オ 過去に類似の業務を請け負った実績が高く評価できる。 

 兵庫県の入札参加資格制限基準による資格制限を受けていない者であること。 

② 兵庫県の指名停止基準に基づく指名停止を受けていない者であること。 

③ 会社更生法又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと。 
 

応 

募 

期 

間 

令和８年４月23日(木)～令和８年５月15日(金) 12：00必着 

※ ただし、応募を行う者は、応募意思連絡書(様式４)を、令和８年４月30日(木)までに 

(公財)兵庫県勤労福祉協会ひょうご仕事と生活センターに提出すること(郵送可。た

だし、同日必着のこと。) 

※ 応募意思連絡書の提出のない者は、本企画提案コンペへの参加は認めない。 
 

提 

出 

方 

法 

〔提 出 先〕 〒650-0011 

       神戸市中央区下山手通６丁目３番28号 

        (公財)兵庫県勤労福祉協会ひょうご仕事と生活センター 

〔提出部数〕 正本１部、副５部 
〔提出方法〕 なお、提出書類は返却しない。 

今回のコンペ等にかかる一切の費用は、応募団体の負担とする。 
 



提 

出 

書 

類 

① 企画提案コンペ参加申込書（様式１） 

② 企画提案書（様式２） 

③ 会社概要等（様式３） 

④ 経費見積書（様式自由） 

⑤ その他企画提案の補足資料等（様式自由） 
 

 

３ 審査等について 

審査基準 事業遂行能力を中心とした総合的評価 

審査方法 

 
① 提出書類をもとに、(公財)兵庫県勤労福祉協会ひょうご仕事と生活センタ

ーにおいて事前審査を行う。 

② 事前審査を通過した企画提案について、「ひょうご仕事と生活センターＷＬ

Ｂ推進のためのＩＣＴ・ＤＸ推進事業企画提案コンペ審査会」で審査を行い、

第１順位の候補者を決定する。 

※ なお、審査にあたり、必要に応じてヒアリング及びプレゼンテーションを求

める場合がある。（日程等については別途連絡） 

※ 令和８年度事業の具体的な内容等については、審査終了後、第１順位の候補

者と(公財)兵庫県勤労福祉協会との間で詳細を協議し、両者が合意の上、契

約を締結して事業を実施することとする。 
 

 

４ その他･留意事項等について 

留意事項 

〈事業実施に関すること〉 

・事業の遂行上知り得た秘密を他人に漏らさないこと。 

・個人情報は「個人情報の保護に関する法律」及び関係法令等に基づき、適正

に管理すること。 

〈委託料の支払いに関すること〉 

・必要があると認めるときには、委託料の前金払いを行うことができる。 
 

質問書 

の提出 

 
本企画提案コンペについては、説明会は実施しませんので、本企画提案コンペ

の内容等に質問がある場合は、質問書（様式自由）を持参、郵送又はＦＡＸによ

り、令和８年４月28日（火) 午後５時までに事務局あて提出してください。 

なお、共通事項に係る質問への回答については、本企画提案コンペ参加者全員

に通知します。 
 

問合せ先 

（事務局） 

〒650-0011 

 神戸市中央区下山手通６丁目３番28号 

 (公財)兵庫県勤労福祉協会 ひょうご仕事と生活センター  

  TEL：078-381-5277 FAX：078-381-5288 
  

  



ひょうご仕事と生活センターＷＬＢ推進のためのＩＣＴ・ＤＸ推進事業仕様書 

 
Ⅰ 事業目的 

ワーク・ライフ・バランス（以下ＷＬＢ）推進に取り組む県内企業等のＩＣＴ・ＤＸ推進を支

援することにより、働く人の負担を軽減し、さらなるＷＬＢの実現を図るため、企業等に対して

助言・指導等を行うことを目的とする。 

 

２ 業務内容 

（１）企業訪問 

①ＩＣＴ・ＤＸ推進に専門的な知見と経験を有する担当者が、各県内企業・団体等を訪問し伴

走支援を適切かつ着実に実施する。 

②訪問先企業・団体等は、当センターが指定することとし、訪問にあたっては、各企業・団体

等および当センターのＩＣＴアドバイザー、担当者と日程、支援内容を調整し決定する。 

③企業訪問の進め方は、①現状把握、②業務効率化に向けた提案、③提案実現に向けたフォロ

ーの実施を基本とし、訪問は、各企業・団体等の取組内容、進捗状況等に合わせて調整する。 

④必要に応じて電話・メール・オンライン等により各企業・団体等の取組推進をフォローする。 

⑤実施回数は、年間30～50回（１社につき３～５回目安、オンライン含む）、１回１時間程度、

実際の訪問は１社につき１～３回を基本とする。 

⑥実施状況は、毎月、指定の様式によりセンターに報告する。 

 

（２）セミナーの開催 

  ①ＩＣＴ・ＤＸ推進によるＷＬＢ推進効果等に係る普及啓発のためのセミナーを実施する。 

  ②セミナーの実施については、県内企業・団体等への広報、案内、参加者募集、受付、当日の

運営業務を含むものとする。 

③実施方法は、オンラインと対面の両方を実施する。 

  ④実施回数は、年間２回、うち1回は対面実施とし、講演90分＋相談会30分を基本とする。 

⑤実施時期、実施会場は、当センターと協議のうえ決定することとし、多くの県内企業等が参

加しやすい機会を有効に活用する。 

  ⑥実施内容は、事前に当センターと協議のうえ決定し、県内及び他府県市の中小企業等のＩＣ

Ｔ・ＤＸ推進によるＷＬＢ推進効果事例を紹介するなど、普及啓発に有効な手法を活用する。 

  ⑦実施計画は、各セミナーの開催日の２カ月前を目途にセンターに提出する。 

  ⑧実施後は、参加者アンケートを実施し、当センターに報告するとともに、企業・団体支援に

つなげる。 

 

（３）実施体制及び担当者の選任 

  ①事業の実施において、各業務を円滑に推進するため、業務統括責任者が事業全体の進捗管理

を行い、企業訪問・支援担当者に的確な指示を行うとともに緊密な情報共有を行う。 

②ＩＣＴ・ＤＸ推進に専門的な知見と経験を有する者（２名以上）を担当者に選任し、担当者

は、「ひょうご仕事と生活センターＤＸアドバイザー」として、企業訪問の際に事業趣旨を伝

える。 

③担当者は、当センターの基本的な取組をよく理解し、ＩＣＴ・ＤＸ推進に活用できる当セン

ターの多様な働き方推進支援助成金（働き方改革助成コース・テレワーク導入型）の広報啓

発にも努める。 

  ④業務を実施する担当者（ＤＸアドバイザー）とセンター職員との間に、指揮・命令関係はな

い。 

 

（４）ＩＣＴ・ＤＸ推進のための広報活動及び助言 

   上記（１）（２）の各事業のＰＲのためのチラシ原稿案を各々作成（セミナーは各回別）し、

当センターと協議のうえ決定し、広報及び案内を行う。 



 

３ その他留意事項 

（１）事業の実施について、当センターの指示に対して柔軟に対応すること。 

（２）本業務委託契約の実施により関与した（企業訪問、個別相談等）事業者・法人・団体等と、委託

期間中は、一切の契約等の締結、紹介行為は出来ないものとする。 

（３）守秘義務については、契約書第21条に特に留意し、本業務を通じて知り得た情報を機密情報とし

て扱い、契約の目的以外に利用し、または第三者に提供してはならない。また本業務に関して知り

得た情報の漏えい、減失、棄損の防止、その他適正な管理のために必要な措置を講じなければなら

ない、契約終了後もまた同様とする。 


